
■扶養控除■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 260号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス：防衛隊から協力隊へ 

 

世田谷区の T 部長からの相談に応え、4/11(土)にスタートした「世田谷コロナ防衛隊」ですが、名称を「世田谷

コロナ協力隊」に変更しました。 

 

新型コロナウィルスは、人類にとって未知のウィルスなので、予防法はもちろんのこと、感染者に対する治療法

もまだ確立していません。 

したがって、感染者の命を救うため、医療現場ではまさに新型コロナウィルスとの戦いが激しさを増しています。 

だとしたら、まだ未感染と思われる僕たちのなすべきことは何なのか。 

それは、戦いの最前線である医療現場の負担を最小限にするために、感染拡大を少しでも防ぐことです。 

皆さんご存知の通り、現在発令中の緊急事態宣言とは、新型コロナウィルスの拡散を防ぐため、不要不急の外出

と、 

1.密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、 

2.密集場所（多くの人が密集している）、 

3.密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる） 

という 3つの密を、極力回避することです。 

いよいよ GWの大型連休に向けて、外出自粛を徹底できるかどうかが、我が国の感染拡大の抑制の正念場だと言

われています。 

 

そこで僕は、この我慢を「戦い」と位置付けて、世田谷コロナ防衛隊と名付けてしまいました。 

でも、この我慢は、一体いつまで続くのでしょうか。 

感染者の増加が頭打ちになる時でしょうか？ 

新たな感染者が発生しなくなる時でしょうか？ 



それとも、予防ワクチンや治療方法が実用化される時でしょうか？ 

恐らく答えはＮＯでしょう。 

新たなウィルスの誕生と感染拡大は、これからも止めることはできないでしょう。 

考えてみればこれまでも人類は、幾度も伝染病の大流行を経験し、大勢の犠牲者を生んできました。 

でも、そのたびに医学や衛生技術が進歩して、犠牲者の総数を減らすことができています。 

確かに僕たちの世代にとって、世界的なパンデミックは初めてですが、この経験は素晴らしいと思います。 

いまこそ感染拡大を防ぎながら、こうした事態に対応できる社会の仕組みを作るべきです。 

たとえ半年や 1年くらい経済活動が止まっても、みんなで生きるため壮大なやりくりをするなんて、面白いじゃ

ないですか。 

 

金が儲かるから豊かになるのでなく、金が無くても食べていける、生きていける、安心な社会の方が、ずっと豊

かだと僕は思います。 

コロナウィルスが、そんな変革を手伝ってくれる・・・だから「協力隊」がふさわしいと、僕は思いました。 

不要な移動や混雑だけでなく、体の免疫力を低下させるような負担や我慢を排除して、誰もが生き生きと暮らす

社会を作るため、あなたの提案をお待ちしています！ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログから：扶養控除 

 

先日世田谷区議の Tさんから、こんな相談を持ち掛けられた。 

「松村さん、世帯主に 10 万円が支給される前に、急ぎで基金ができないかしら。と言いますのも、寄付したい

けどどこに寄付したら良い？というご相談が多いことです。また、申請しないわという方もおられました。申請

しないのはもったいない、全員申請してくれ、と、基金作るから、誰かのためにと思う人はそこに寄付してくれ

と区長が発信したらどうか。特に食べ物に困っている方がたくさんいるから、そういうところにお金を流せるよ

う仕組みを作って欲しいと行政に提案しましたが、制度的にすぐにできそうになく、国会議員に頼んだ方が早い

と言われてしまいました。」 

やはり僕の危惧した通り、困った人を助けたくても、その仕組みができていない。 

・ 

もちろん僕が、基金作りに動き出したのは言うまでもないが、その報告はまた後日。 

先週このブログで、「お金を払わずに困りごとを解決するにはどうするか」と締めくくったが、今日はその続きを

お話ししたい。 

すでに手遅れだと思うが、僕は全国民への 10万円支給には絶対反対だ。 

なぜなら、そのお金の大部分は困っていない人のもとに流れ、集まるだけのこと。 

これ以上お金を巻いても貧富の差が広がるばかりだ。 

今必要なのは、豊かな人が貧しい人を助けること。 

今日提案したいのは、扶養控除という仕組みを活用して、崩壊した家族を再生する仕組みだ。 

・ 

扶養控除（ふようこうじょ）とは、所得税及び個人住民税において、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある

場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くこと。 

これにより、納税者本人の税金負担を軽くする事ができる。 （所得税法第 84条、地方税法第 314条の 2）  

控除対象扶養親族の身分要件は、その年 12月 31日現在（死亡時はその時の現況）で、次のすべてに該当するも



のである。 

１．配偶者以外の親族（6 親等内の血族及び 3 親等内の姻族）、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆ

る里子)、又は市町村長から養護を委託された老人であること。 

２．納税者と生計を一にしていること。  

３．年間の合計所得金額が 48万円（給与所得のみの場合、給与収入 103万円）以下であること。  

４．年齢 16歳以上であること。 

以上、国税庁 HPより。 

・ 

さて、僕の提案とは、現在の扶養控除額が 38 万円(一般)～63 万円(特定)となっているところを 300 万円に引き

上げること。 

昨年の所得税率は、所得金額 330万円～695万円で 20％だから、たとえ 300万円所得控除しても、税金は 60万

円しか減らない。 

でも、所得金額 195万円以下は税率 5％なので、現状 38万円控除では 2万円程度しか残らないことからすれば、

60÷12＝月額 5万円程度のメリットになる。 

しかし、生活保護を 10 万円と見積もれば、その半額にしかなっていないことになるが、所得金額が 4,000 万円

超で税率 45％の高額所得者であれば、300万×45%＝135万円の節税になる。 

もしも 10人扶養すれば、3,000万円控除になり、最高税率なら 1,350万円の節税になる。 

・ 

その場合、扶養親族の身分要件は先ほど述べた通りだが、興味深いのが１．の「養育を委託された児童(里子)」

と「養護を委託された老人」だ。 

里親制度とは、実親の代わりに一時的に子供を預かり養育する制度で、養子縁組のことではない。 

また、老人については各市町村が実施する「養護委託制度」によるもので、市町村が認めた養護委託者に、65歳

以上の高齢者の養護を委託するそうだ。 

これらの制度を組み合わせ、大きな家に暮らす高額所得者が大勢の人を家族に迎え、扶養と雇用を組み合わせる

ことで、空き家活用、雇用創出、家族再生、在宅介護・看護、そして多世代の互助と交流が一石７鳥くらいに実

現する。 

・ 

これほど金余りが指摘されているのに、お金の使い道に関する提案が無さすぎる。 

コロナ対策のつけを払うために避けられない増税は、社会に役立つ節税対策を生み出すチャンスだ。 

お金を使わず貯めこみむより、使った方が得な社会に導いてくれるのも、ひょっとしたらコロナウィルスかもし

れない。 

 

http://nanoni.co.jp/20200426/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今週のお誘い 

しばらく交流は自粛しますが、どこでも駆け付け２ｍ離れて話します。 

凡例 ■リモート、２ｍ面談など歓迎：方法をご提案ください 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）04/27 ■作業日 10-21時（自宅） 

（火）04/28 ■作業日 10-21時（自宅） 



（水）04/29 ■作業日 10-21時（自宅） 

（木）04/30 ■作業日 10-21時（自宅） 

（金）05/01 ■作業日 10-21時（自宅） 

（土）05/02 ■作業日 09-17時（笑恵館） 

 10-17時 ■地主の学校_04・まつむら塾（リモート） 

（日）05/03 ■休業日 09-18時（自宅） 

 

■その後の予定 

05/08 19-21時 ■カプラー起業交流会（三茶） 

05/09 10-13時 ■地主の学校_05・まつむら塾（笑恵館） 

05/14 16-17時 ■日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

05/14 17-19時 ■笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

05/16 10-12時 ■地主の学校_06・まつむら塾（笑恵館） 

05/21 10-20時 ■なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

05/23 10-17時 ■地主の学校_07・まつむら塾（笑恵館） 

05/24 10-14時 ■名栗の森オーナーシップクラブ５月例会（飯能） 

05/28 17-19時 ■笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


